


（別紙）

第1 管財業務の概要

前回集会以降の管財業務の概要は次のとおりである。

1 元代表取締役等に対する法的手続

(1) 元代表取締役に対する法的手続

平成2 9年1月3 1日付で元代表取締役が破産会社に対し，総額1億円を支

払う内容による和解が成立し，現在まで4 6 5 0万円を回収済みである。 平成

3 0年6月まで順次分割払いがなされる予定である。

(2)マイケル・ウー及びＢに対する責任追及

平成2 9年5月2 9日付訴状により， マイケル ・ ワー及びＢを被告

として，1 7億2 0 4 9万8 3 4 0円の支払いを求める旨の訴訟を東京地方裁

判所に提起した（東京地方裁判所平成2 9年（ワ）第1 7 5 6 4号損害賠償請 

求事件）。 マ イケル ・ ウ ー及びＢは， いずれも上記請求を争う旨主張 している。

引き続き， 破産会社の実質的経営者であるマイケル ・ ウ ー及びＢに

対する責任追及に注力する。

2 会員・役員に対する訴訟の提起

破産管財人は， 破産者による「リレ ー ションセ ールス」によって利益を得た

者の一部（破産会社の役員であった者を含む。）に対しても訴訟を提起している

（東京地方裁判所平成2 8年（ワ）第1 5 6 3 0号不当利得返還請求事件， 東

京地方裁判所平成2 8年（ワ）第3 9 8 9 0号不当利得返還請求事件）。

このうち 一般会員を相手とした第1 5 6 3 0号事件については主張立註は一

段落し 3 一部被告との間では和解協議も進んでいる。 一方， 元役員を相手とし

た第3 9 8 9 0号事件については， いずれの被告も利得額の返還を徹底的に争

う姿勢を見せているため訴訟が相当期間継続する見込みである。 ただし、 この

両訴訟において種々の争点、 とりわけ下位会員が上位会員に支払った金銭の取
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るが， ポイントでの届け出が多数存在するので， 変動する見込みである。 なお，

現時点では， 換価業務未了のため， 債権認否は留保している。

2 取引履歴の調査

現在， 届出債権者から提出された取引履歴等を集計・精査しており， いずれ，

一定の報告が行える見込みである。

第5 今後の予定

1 7 イケル ・ ウ ー及びＢに対する訴訟

上記第1の1 (2）で述べたとおり， マイケル ・ ウ ー及びＢに対して訴訟 

提起しており， 財団の拡充を図ることができるよう訴訟追行に注力する。

2 会員・役員に対する訴訟

上記第1で述べたとおり，既に提起した訴訟事件の外， 順次， 不当に利得を得

た他の会員に対しでも返還請求訴訟の提起を積極的に検討し，財団の拡充を図る。

以上
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